
 

  

東播磨は多彩な「ものづくり」産業が特色の地域です。         

このバスツアーに参加して「ものづくり」と「東はりまの魅力」を実感してみませんか？ 

 

第 1回 令和 7年 8月 5日（火） 

【見学施設】■（株）カネカ 高砂工業所 ■SHOWA GROUP（株）稲美工場 

加古川駅北口(12：30 発) → （株）カネカ 高砂工業所（13：00～14：00／工場・展示室見学) → 

→ SHOWA GROUP（株）稲美工場(14：45～16：45/工場見学・木工体験) → 加古川駅北口(17：00 着) 

第 2回 令和 7年 8月 8日（金） 

【見学施設】■兵庫県立農林水産技術総合センター（水産技術センター） 

■明石工業高等専門学校 

 加古川駅北口(12：00 発) → 兵庫県立農林水産技術総合センター(12：30～14：00／水産学習) → 

→ 明石工業高等専門学校(14：30～16：30／ロボット作り体験) → 加古川駅北口(17：00 着) 

第 3回 令和 7年 8月 20日（水） 

【見学施設】■キッコーマン食品(株)高砂工場 ■アサヒ飲料（株）明石工場 

加古川駅北口(12：15 発) → キッコーマン食品(株)高砂工場（12：45～14：15／しょうゆ工場見学） → 

→ アサヒ飲料(株)明石工場(15：00～16：30／三ツ矢サイダーミュージアム見学) → 加古川駅北口(17：00 着) 

第 4回 令和 7年 8月 26日（火） 

【見学施設】■（株）有馬芳香堂 ■サントリープロダクツ（株）高砂工場 

加古川駅北口(12：00 発) → (株)有馬芳香堂（12：30～14：30／ナッツや豆菓子の工場見学） → 

→ サントリープロダクツ（株）高砂工場(15：00～16：30／工場見学・体験) → 加古川駅北口(17：00 着) 

第 5回 令和 7年 8月 28日（木） 

【見学施設】■ハリマ化成（株） ■オークラ輸送機（株） 

加古川駅北口(13：15 発) → ハリマ化成（株）（13：30～15：30／工場見学・体験） → 

→ オークラ輸送機（株）（15：45～16：45／ミュージアムと製品見学） → 加古川駅北口（17：00 着） 

東 参加者 

募集 

募集人数 

１０組２０名 

★1 組より出発保証！ 

★全日程添乗員同行 

り ま の 魅

力 

力

力 

募集人数 

１５組３０名 

募集人数 

１０組２０名 

募集人数 

１５組３０名 

募集人数 

１０組２０名 

は 🤖 



 

 

 

  

 

• 各回とも、小学4～6年生までの児童とその保護者
（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町在住または所在の小学校に通学）

募集内容

• 第2回【8月8日】のみ2名1組で 3,400円 （保険代・ロボット材料代）

• 他の回は2名1組で 400円 （保険代）

参加費用

• 右記のQRコード（申込フォームへ移行）より必要事項をご入力ください。

①「代表者」は保護者、「同行者」は児童でご入力ください。

② 申込フォームの備考欄へ「学校名・学年・保護者勤務先」をご入力ください。

•「小学4～6年生までの児童1名」と「保護者1名」の2名1組での応募となります。

兄弟姉妹2名で参加する場合は保護者2名の参加が必要になります。(兄弟姉妹で別々の保護者が必要)

•応募者多数の場合は抽選し、当選・落選の結果に関わらずメール又は電話にて連絡させてもらいます。

•当選者には、実施日の7日前までに集合場所など詳しい内容と併せて最終確認書類をお送りします。

•参加費につきましては、最終確認書類同封の振込用紙にてお支払いください。

•ご記入いただいた個人情報は当事業のみに使用します。

応募方法

• 令和7年7月18日（金）

応募締切

•神姫観光㈱神戸支店 TEL:078-939-2090

〒651-2274 神戸市西区竹の台1丁目407番2

総合旅行業務取扱管理者：大内隆司

•営業時間10：00～17：00(土日祝は休業)

応募・問い合わせ

【委託元】兵庫県東播磨県民局県民躍動室地域振興課 

【共催】東播磨産業・ツーリズム振興協議会、東播磨青少年本部 

【ご注意とおことわり】 

■夏場の工場見学の為、かなりの暑さとなります。水分補給を

心掛けてください。（ご自身で水分を準備願います） 

■工場見学に適した服装、履物で参加願います。 

（例：スカート、ハイヒール等不可） 

■有馬芳香堂は豆、ナッツ類の加工工場です。食品アレルギー

のある方は、ご遠慮願います。 

■見学先と同業の他社に勤務されている方はご遠慮願います。 

■万一事故が発生した場合、主催者加入の傷害保険以外での責

任は負いかねます。 

■見学体験の様子を写真撮影し、広報に使用する場合がありま

す。 

〈旅行企画実施〉 

（観光庁長官登録旅行業 2108号） 


